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令和８年度の学校閉庁日について（通知） 

標記の件について、本市では、幸手市立小・中学校において学校閉庁日（教職員が学校

に勤務することを要しない日）を設定しております。 

つきましては、下記のとおりの対応とさせていただきますので、ご理解、ご協力をお願

いいたします。 

 

記 

 

１ 学校閉庁日の期間 

 ・令和８年 ８月１２日（水）～８月１６日（日） 

 ・令和８年１１月１４日（土） ※県民の日 

 ・令和８年１２月２８日（月） 

 ・令和９年 １月 ４日（月） 

 

２ 学校閉庁日における対応について 

  学校宛に緊急の連絡がある場合につきましては、下記の学校教育課宛に御連絡くださ

い。 

 【緊急連絡先】 

幸手市教育委員会 学校教育課 

０４８０－４３－１１１１（内線６３２） 


